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令和 ８ 年 ２ 月 13 日

第 １３８８２ 号（金曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第52号
　いしかわ子ども総合条例（平成19年石川県条例第18号）第41条第１項の規定により、次の興行を青少年に有害なも
のとして指定した。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　有害興行

興行の種類 興　　　　　行　　　　　名 製作会社・配給会社等名

映 画
ＳＥＢＡＳＴＩＡＮ　セバスチャン
（原題）ＳＥＢＡＳＴＩＡＮ

リアリーライクフィルムズ
（イギリス、フィンランド、
ベ ル ギ ー）

〃 人妻しっぽり日記　すけべの告白
工 藤 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 艶罪の家　じゅるりと誘う
山 内 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 誘う唇　熟れ頃彼女は男装麗人
小 栗 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 ラストナイトＳＥＸ　あなたで濡れたい
戸 巻 ・ 小 泉 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 愛に濡れ
髙 原 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 巨乳喪女のわくわく妄想性活
髙 原 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 淫欲のコード　誘惑エンジェル危機一髪
山 本 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 淫愛ラブホテル　ふしだらな逢瀬
加 藤 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 性欲大紀行　理想乳を私は揉んだ
発 智 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

　　　　告　　　示
○青少年に有害な興行の指定 （少子化対策監室）　１
○漁業災害補償法第108条第２項の規定による同意の認
　定 （水　産　課）　２
○河川区域の廃止により生じた廃川敷地等 （河　川　課）　２
○河川区域の廃止により生じた廃川敷地等 （　　同　　）　３
○急傾斜地崩壊危険区域の指定 （砂　防　課）　３

　　　　公　　　告
○特定調達契約に係る入札公告 （競馬総務課）　４
○公共測量実施公告 （監　理　課）　６
○入札公告 （港　湾　課）　７
○土地区画整理事業の施行認可公告 （都市計画課）　９
○入札公告 （教育委員会事務局）　９

目　　　　　　　　　　　次
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〃 拡張彼女　したがり開発中！
堂 ノ 本 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 暴走らびゅー　えっちにイキたい私です
塩 出 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 肌恋スナック　新人ホステス繁盛記
山 内 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 ふしだらジャンクション　直結連結みだれ鳴き
東 盛 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃
ＷＥＡＰＯＮＳ／ウェポンズ
（原題）ＷＥＡＰＯＮＳ

ワーナー・ブラザース映画
（ ア メ リ カ ）

２　指定の理由
　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発
し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。
３　指定年月日
　　令和８年２月13日

石川県告示第53号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号。以下「法」という。）第108条第５項において準用する法第105条の２第３
項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第108条第２項の規定による同意があったものと認める。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
金沢加入区
１　発起人の住所及び氏名
　　金沢市赤土町ワ４番地１　　　大杉　定男
　　金沢市専光寺町ワ13番地２　　高木　勝治
２　区域
　　石川県漁業協同組合の地区のうち金沢市並びに白山市徳光町及び八田町の区域
３　区分
　 　法第104条第２号に掲げる漁業のうち①及び②に掲げる漁業以外の漁業であって、金沢港（西地区）を係留港と
し、総トン数３トン以上の漁船により営む漁業
４ 　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号）第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定によ
る通知年月日
　　令和８年１月７日

石川県告示第54号
　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次の
とおり告示する。
　なお、その関係図面は、石川県土木部河川課及び大聖寺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　河川の名称
　　二級河川新堀川水系八日市川
２　廃川敷地等が生じた年月日
　　令和８年２月13日
３　廃川敷地等の位置　　
　 　加賀市弓波町ホ88－２、ホ114、ホ116、ホ113、ホ79－２、ホ115、ヘ76－１、ヘ81、ヘ42－２、ヘ45－２、ヘ
48－２、ヘ51－２、ヘ84、ヘ60、ヘ82、へ54－２、ヘ78、ヘ79、ヘ58－２、ヘ83、ニ23－２、ニ23－３、ニ21－
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〃 拡張彼女　したがり開発中！
堂 ノ 本 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 暴走らびゅー　えっちにイキたい私です
塩 出 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 肌恋スナック　新人ホステス繁盛記
山 内 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃 ふしだらジャンクション　直結連結みだれ鳴き
東 盛 組
〈 オ ー ピ ー 映 画 〉

〃
ＷＥＡＰＯＮＳ／ウェポンズ
（原題）ＷＥＡＰＯＮＳ

ワーナー・ブラザース映画
（ ア メ リ カ ）

２　指定の理由
　 　内容の全部又は一部が、著しく青少年の性的感情を刺激し、又は著しく青少年の粗暴性若しくは残虐性を誘発
し、若しくは助長し、その健全な育成を阻害するおそれのあるものである。
３　指定年月日
　　令和８年２月13日

石川県告示第53号
　漁業災害補償法（昭和39年法律第158号。以下「法」という。）第108条第５項において準用する法第105条の２第３
項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について法第108条第２項の規定による同意があったものと認める。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
金沢加入区
１　発起人の住所及び氏名
　　金沢市赤土町ワ４番地１　　　大杉　定男
　　金沢市専光寺町ワ13番地２　　高木　勝治
２　区域
　　石川県漁業協同組合の地区のうち金沢市並びに白山市徳光町及び八田町の区域
３　区分
　 　法第104条第２号に掲げる漁業のうち①及び②に掲げる漁業以外の漁業であって、金沢港（西地区）を係留港と
し、総トン数３トン以上の漁船により営む漁業
４ 　漁業災害補償法施行規則（昭和39年農林省令第35号）第48条の２において準用する同令第46条第１項の規定によ
る通知年月日
　　令和８年１月７日

石川県告示第54号
　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次の
とおり告示する。
　なお、その関係図面は、石川県土木部河川課及び大聖寺土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　河川の名称
　　二級河川新堀川水系八日市川
２　廃川敷地等が生じた年月日
　　令和８年２月13日
３　廃川敷地等の位置　　
　 　加賀市弓波町ホ88－２、ホ114、ホ116、ホ113、ホ79－２、ホ115、ヘ76－１、ヘ81、ヘ42－２、ヘ45－２、ヘ
48－２、ヘ51－２、ヘ84、ヘ60、ヘ82、へ54－２、ヘ78、ヘ79、ヘ58－２、ヘ83、ニ23－２、ニ23－３、ニ21－
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２、ニ38、ニ19－２、ニ18－２、ニ16－２、ニ37、ニ13－２、ニ36、ニ９－２、ニ６－２、ニ35、ニ３－２、ニ２
－２、ニ１－３、ニ１－１、ハ78、ハ56－２、357－２、ヲ45－２、ヲ104、ヲ97、ヲ93、ヲ46－２、ヲ53－２、ヲ
105、ヲ88、ヲ103、ヲ58－２、ヲ83、ヲ63－２、ヲ78、ヲ102、ヲ75、ヲ106、ヲ66－２、ヲ８－２、ヲ74及びヲ70
－１
４　廃川敷地等の種類及び数量
　　土地　25,222.99平方メートル
５　教示
　 　河川法施行法（昭和39年法律第168号）第18条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法（明治29年法
律第71号。以下「旧河川法」という。）第44条ただし書の規定によりこの廃川敷地等の下付を受けようとする者は、
この告示の日から３か月以内に知事に下付の申請をしなければならない。

１　河川の名称
　　二級河川新堀川水系尾俣川
２　廃川敷地等が生じた年月日
　　令和８年２月13日
３　廃川敷地等の位置
　　加賀市弓波町へ59－１、へ80－１及びヲ42－２
４　廃川敷地等の種類及び数量
　　土地　799.46平方メートル
５　教示
　 　河川法施行法第18条の規定によりなお効力を有するものとされる旧河川法第44条ただし書の規定によりこの廃川
敷地等の下付を受けようとする者は、この告示の日から３か月以内に知事に下付の申請をしなければならない。 

石川県告示第55号
　河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次の
とおり告示する。
　なお、その関係図面は、石川県土木部河川課及び県央土木総合事務所に備え置いて縦覧に供する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　河川の名称
　　二級河川犀川水系犀川
２　廃川敷地等が生じた年月日
　　令和８年２月13日
３　廃川敷地等の位置
　　金沢市本江町543番
４　廃川敷地等の種類及び数量　　
　　土地　13.29平方メートル
５　教示
　 　河川法施行法（昭和39年法律第168号）第18条の規定によりなお効力を有するものとされる河川法（明治29年法
律第71号）第44条ただし書の規定によりこの廃川敷地等の下付を受けようとする者は、この告示の日から３か月以
内に知事に下付の申請をしなければならない。

石川県告示第56号
　急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、次の区域を急
傾斜地崩壊危険区域に指定する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　中宮温泉急傾斜地崩壊危険区域
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　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱13号までを順次直線で結んだ線並びに標柱１号及び標柱13号を
直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号
白山市中宮ク５番29 １号
　〃　 〃 ク５番２ ２号
　〃　 〃 ク５番32 ３号
　〃　 〃 ク５番32 ４号
　〃　 〃 ク５番30 ５号
　〃　 〃 ク５番32 ６号
　〃　 〃 ク５番32 ７号
　〃　 〃 ク５番32 ８号
　〃　 〃 ク５番２の２ ９号
　〃　 〃 ク５番２の２ 10号
　〃　 〃 ク５番２の２ 11号
　〃　 〃 ク５番32 12号
　〃　 〃 ク５番29 13号

　（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県石川土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧
に供する。）
２　舟橋急傾斜地崩壊危険区域
　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱11号までを順次直線で結んだ線並びに標柱１号及び標柱11号を
直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号
津幡町字舟橋い23番１ １号
　〃　　〃　い22番３ ２号
　〃　　〃　ム８番 ３号
　〃　　〃　ム７番 ４号
　〃　　〃　ム５番 ５号
　〃　　〃　ム６番 ６号
　〃　　〃　ツ25番甲 ７号
　〃　　〃　ツ21番 ８号
　〃　　〃　ツ14番１ ９号
　〃　　〃　そ25番 10号
　〃　　〃　そ22番２ 11号

　（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県県央土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧
に供する。）

公　　　　　　　　告

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容

　⑴　調達役務の名称及び数量

　　　金沢競馬場清掃業務委託　一式
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　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱13号までを順次直線で結んだ線並びに標柱１号及び標柱13号を
直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号
白山市中宮ク５番29 １号
　〃　 〃 ク５番２ ２号
　〃　 〃 ク５番32 ３号
　〃　 〃 ク５番32 ４号
　〃　 〃 ク５番30 ５号
　〃　 〃 ク５番32 ６号
　〃　 〃 ク５番32 ７号
　〃　 〃 ク５番32 ８号
　〃　 〃 ク５番２の２ ９号
　〃　 〃 ク５番２の２ 10号
　〃　 〃 ク５番２の２ 11号
　〃　 〃 ク５番32 12号
　〃　 〃 ク５番29 13号

　（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県石川土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧
に供する。）
２　舟橋急傾斜地崩壊危険区域
　 　次に掲げる地番の土地に存する標柱１号から標柱11号までを順次直線で結んだ線並びに標柱１号及び標柱11号を
直線で結んだ線により囲まれた区域

標　　柱　　の　　所　　在　　地 標柱番号
津幡町字舟橋い23番１ １号
　〃　　〃　い22番３ ２号
　〃　　〃　ム８番 ３号
　〃　　〃　ム７番 ４号
　〃　　〃　ム５番 ５号
　〃　　〃　ム６番 ６号
　〃　　〃　ツ25番甲 ７号
　〃　　〃　ツ21番 ８号
　〃　　〃　ツ14番１ ９号
　〃　　〃　そ25番 10号
　〃　　〃　そ22番２ 11号

　（当該指定に係る関係図面は、石川県土木部砂防課及び石川県県央土木総合事務所河川砂防課に備え置いて縦覧
に供する。）

公　　　　　　　　告

特定調達契約に係る入札公告
　次のとおり地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定す
る特定調達契約に係る一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　調達内容

　⑴　調達役務の名称及び数量

　　　金沢競馬場清掃業務委託　一式
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　⑵　調達案件の仕様等

　　　調達をする特定役務に関し、知事が入札説明書で指定する内容等であること。

　⑶　履行期間

　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
　⑷　履行場所

　　　金沢市八田町地内

　⑸　入札方法

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
２　競争入札参加者資格

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　指名停止の措置を受けている者でないこと。

　⑶ 　令和７年度に石川県において締結が見込まれる建築物の管理業務の特定調達契約に係る競争入札に参加する者
に必要な資格等（令和７年石川県告示第107号）に基づき、競争入札参加者資格の審査においてＡの等級に格付
けされた者であり、かつ、建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和45年法律第20号。以下「ビル衛
生管理法」という。）の規定に基づく都道府県知事の登録を受けて、清掃業を営む者であること。

　⑷ 　業務責任者との連絡体制を完備している者であり、かつ、業務責任者に連絡してから１時間以内に清掃に着手
できる者であること。

　⑸　業務責任者、作業責任者及び副作業責任者を専任で各１名以上配置できる者であること。

　⑹　清掃作業従事者の確保及び清掃器具の配備が可能である者であること。

　⑺ 　ビル衛生管理法に規定する特定建築物又は医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院
（延床面積が3,000平方メートル以上のものに限る。）の清掃業務を令和５年１月１日以後、12箇月以上継続して誠
実に履行した実績を有する者であること。

３　入札参加資格者確認申請書の提出期限及び提出場所

　 　入札者は、入札参加資格者確認申請書に２⑶から⑺までの資格を証明できる書類を添付して、令和８年３月12日
（木）午後５時までに４⑴の場所に提出しなければならない。なお、契約担当者から当該書類に関し説明を求めら

れた場合は、これに応じなければならない。

４　入札書の提出場所等

　⑴　入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先

　　　〒920－3105　金沢市八田町西１番地
　　　石川県競馬事業局　競馬総務課　企画管理グループ

　　　電話番号　076－258－5761
　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の交付場所において交付

　⑶　入札説明会

　　 　実施しない。入札説明書について質問等がある場合は、文書により令和８年３月19日（木）午後５時までに⑴
の場所に必着するよう提出すること。

　⑷　入札書の受領期限

　　 　令和８年３月27日（金）午前10時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の提出
場所とする。）

　⑸　開札の日時及び場所

　　　令和８年３月27日（金）午前10時
　　　石川県競馬事業局３階　会議室

５　その他

　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨

　　　日本語及び日本国通貨
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　⑵　入札保証金

　　　免除

　⑶　入札参加者資格審査

　　 　この入札に参加を希望する者は、４⑷の入札書の受領期限までに資格の審査を受けなければならない。ただ
し、既に競争入札参加資格者決定通知を受けている者は、この限りでない。なお、資格の審査については、⑷の

場所で随時受け付けている。

　⑷　競争入札参加者資格審査申請書の配布場所及び提出場所

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部管財課庁舎管理グループ

　　　電話番号　076－225－1261
　⑸　無効の入札書

　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった
者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑹　契約書作成の要否

　　　要

　⑺　落札者の決定方法

　　 　この公告に示した特定役務を履行できると知事が判断した入札者であって、石川県財務規則（昭和38年石川県
規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行っ
たものを落札者とする。

　⑻　この公告は、１⑴に係る予算が議会で議決されないときは、無効となる。

　⑼　手続における交渉の有無

　　　無

　⑽　その他

　　　詳細は、入札説明書による。

６　Summary

　⑴　Nature of services required

　　　Cleaning of the Kanazawa racetrack

　⑵　Contractual period

　　　From 1 April 2026 through 31 March 2027

　⑶　Delivery place

　　　Kanazawa racetrack

　⑷　Time limit of tender

　　　10:00 a.m. 27 March 2026

　⑸　Inquiry section regarding notice of tender

　　　Horserace administration Division Ishikawa Prefectural Government

　　　1 Hatta-machi nishi Kanazawa 920−3105 Japan

　　　TEL 076−258−5761

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局河川部長から、次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（航 空 レ ー ザ 測 量）

令和７年９月10日から
令和８年３月19日まで

輪島市、珠洲市、鳳珠郡能登町、
穴水町
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入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　業務名　
　　　金沢港船舶運航管理業務
　⑵　業務場所　　
　　　金沢港内
　⑶　業務内容
　　　金沢港船舶運航管理業務委託仕様書（以下「仕様書」という。）による。
　⑷　業務実施期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
　⑸　引継期間
　　　契約締結日から令和８年３月31日の期間については、引継期間とする。
　⑹　予定価格
　　　29,997,000円（税込み）
　⑺　最低制限価格
　　　無
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この業務の入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入
等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等
（平成９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札資格を有すると認められた者で、次に掲げ
る条件の全てに該当するものとする。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　入札参加資格確認申請書提出期間の末日から開札の日までの期間に、石川県の指名停止措置を受けていない者
であること。

　⑶ 　石川県暴力団排除条例（平成23年石川県条例第20号。以下「条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団
（以下「暴力団」という。）ではないこと及び次のアからオまでに該当しない者であること。

　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店、営業所その他の事業所
を代表する者をいう。以下同じ。）が、条例第２条第３号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）で
ある者

　　イ　暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与している者
　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力

団又は暴力団員を利用したことがある者
　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴

力団の維持運営に協力し、又は関与している者
　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑷　事業所（本社又は本店に限る。）の所在地が石川県県央土木総合事務所管内であること。
　⑸ 　過去５年間に、元請負人（特別建設工事共同企業体にあっては、代表者に限る。）として引船を使用した港湾

工事、海岸工事等の海上工事を施工し、又は引船（傭船を含む。）を使用した港湾運送若しくは引船の業務に従
事した実績があること。

３　入札者に要求される義務等
　 　入札者は、入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を次のとおり提出しなければならない。なお、契
約担当者から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
　⑴　提出場所
　　　〒920－0332　金沢市無量寺町リ65番地　
　　　金沢港クルーズターミナル３階
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　　　石川県金沢港湾事務所庶務課
　⑵　提出期限
　　　令和８年３月６日（金）午後５時まで
　⑶　提出方法
　　　持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便とし、提出期限内必着とする。）
　⑷　入札参加資格確認の結果通知
　　　入札参加資格確認の結果は、令和８年３月10日（火）までに通知する。
　⑸　入札参加資格否認の理由説明
　　ア　入札参加資格がないとされた者は、その理由の説明を求めることができる。
　　イ 　アの説明の請求は、令和８年３月12日（木）午後５時までに書面により行わなければならない。この場合に

おいて、当該書面は、⑴の提出場所へ持参により提出しなければならない。
　　ウ　アの説明は、令和８年３月13日（金）までに書面により行う。
４　入札書の提出場所等
　⑴　入札説明書の交付場所
　　　〒920－0332　金沢市無量寺町リ65番地　
　　　金沢港クルーズターミナル３階
　　　石川県金沢港湾事務所庶務課
　⑵　入札説明書の交付方法等
　　ア　入札説明書の交付方法
　　　 　⑴の交付場所において書面により交付する。なお、石川県金沢港湾事務所の下記ホームページからダウン

ロードすることもできる。
　　　　https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kanazawakouwan/index.html
　　イ　入札説明書の交付期間　
　　　 　令和８年２月13日（金）から同年３月６日（金）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第

16号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く）の午前９時から午後５時まで
　　ウ　入札説明書に対する質問の受付期間及び方法
　　　 　令和８年２月13日（金）から同年３月６日（金）までの県の休日を除く午前９時から午後５時までの間に、

書面（様式は、任意とする。）を⑴の場所に持参又は郵送（郵送の場合は、書留郵便に限り、受付期間内必着
とする。）により提出すること。

　　エ　質問に対する回答の閲覧期間及び閲覧場所
　　　 　令和８年２月13日（金）から同年３月６日（金）までの県の休日を除く、午前９時から午後５時までの間、

⑴の場所において閲覧に供する。
　⑶　入札の日時及び場所
　　ア　日時　令和８年３月16日（月）午前10時30分
　　イ　場所　金沢港クルーズターミナル３階　石川県金沢港湾事務所　会議室
　⑷　入札書の提出方法
　　　持参により提出すること。
５　入札保証金及び契約保証金
　　免除
６　落札価格
　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　入札に関する注意事項
　⑴ 　入札参加者は、入札心得、仕様書、入札説明書等を熟覧の上、入札しなければならない。
　⑵　入札参加者は、金額を明示した見積内訳書を持参し、提出しなければならない。
　⑶　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、４⑶に定める入札の日時及び場所に集合すること。
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⑴の場所において閲覧に供する。
　⑶　入札の日時及び場所
　　ア　日時　令和８年３月16日（月）午前10時30分
　　イ　場所　金沢港クルーズターミナル３階　石川県金沢港湾事務所　会議室
　⑷　入札書の提出方法
　　　持参により提出すること。
５　入札保証金及び契約保証金
　　免除
６　落札価格
　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とするので、入札参加者
は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
７　入札に関する注意事項
　⑴ 　入札参加者は、入札心得、仕様書、入札説明書等を熟覧の上、入札しなければならない。
　⑵　入札参加者は、金額を明示した見積内訳書を持参し、提出しなければならない。
　⑶　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、４⑶に定める入札の日時及び場所に集合すること。
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８　入札の無効
　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事
項を遵守しない者及び入札心得に違反した者の入札書は、無効とする。
９　契約書作成の要否
　　要
10　落札者決定予定日　
　　令和８年３月16日（月）
11　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
12　問合せ先
　　〒920－0332　金沢市無量寺町リ65番地　
　　金沢港クルーズターミナル３階
　　石川県金沢港湾事務所庶務課　
　　電話番号　076－268－1201

土地区画整理事業の施行認可公告
　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第４条第１項の規定により、土地区画整理事業の施行を次のとおり認可
した。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　土地区画整理事業の名称
　　輪島都市計画事業　本町周辺地区第一被災市街地復興土地区画整理事業
２　施行者の住所及び名称
　　輪島市二ツ屋町２字29番地
　　輪島市
３　事業施行期間
　　令和８年２月13日から令和11年３月31日まで
４　施行地区に含まれる地域の名称
　　輪島市河井町壱部の一部
５　事務所の所在地
　　輪島市二ツ屋町２字29番地
６　施行認可の年月日
　　令和８年２月３日
７　事業年度
　　毎年４月１日から翌年３月31日まで
８　公告の方法
　　輪島市役所の掲示板に掲示する。

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年２月13日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　石川県立学校児童生徒等の尿検査（一次）業務
　⑵　履行期間　
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
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　⑶　業務内容
　　 　県立高等学校及び県立中学校の生徒並びに県立特別支援学校の幼児、児童及び生徒約21,700人に係る尿検査
（一次）

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で、次に掲げる条件の全
てに該当するものであること。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　入札参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指名停止措置を受け
ていない者であること。

　⑶　この公告に示す業務を履行できる経験、知識、能力、技術、手段等を有している者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を､ 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう｡ 以下同じ｡）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう｡ 以下同じ｡）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう｡ 以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己､ 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって､ 暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者  

　　エ 　役員等が､ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､ 又は便宜を供与するなど､ 直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し､ 又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札参加資格の確認手続等           
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認
を受けなければならない。なお、⑴アの提出期間内に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格が
ないと認められた者は、入札に参加することができない。
　⑴　入札参加資格確認申請書の提出期間等
　　ア　提出期間　
　　　 　令和８年２月13日（金）から同月19日（木）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16

号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）
　　イ　提出時間　
　　　　午前９時から午後５時まで  
　　ウ　提出場所  
　　　　金沢市鞍月１丁目１番地    
　　　　石川県教育委員会事務局保健体育課
　　エ　提出方法　
　　　　持参により提出すること。
　⑵　入札参加資格の確認の結果の通知                                              
　　 　確認の結果の通知は、令和８年２月26日（木）までに入札参加資格確認結果通知書を郵送することにより行
う。

４　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付
　⑴　入札参加資格確認申請書、仕様書等の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地  石川県庁行政庁舎18階 
　　　石川県教育委員会事務局保健体育課
　　　電話番号　076－225－1851
　⑵　交付期間
　　　令和８年２月13日（金）から同月19日（木）まで（県の休日を除く。） 



10 令和８年２月 13 日（金曜日） 第 1 3 8 8 2 号石　川　県　公　報

　⑶　業務内容
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　 　この入札に参加することができる者は、平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契
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てに該当するものであること。
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　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を､ 法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう｡ 以下同じ｡）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
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じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己､ 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって､ 暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者  

　　エ 　役員等が､ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し､ 又は便宜を供与するなど､ 直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し､ 又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
３　入札参加資格の確認手続等           
　 　この入札に参加しようとする者は、入札参加資格確認申請書に関係書類等を添えて提出し、入札参加資格の確認
を受けなければならない。なお、⑴アの提出期間内に入札参加資格確認申請書を提出しない者及び入札参加資格が
ないと認められた者は、入札に参加することができない。
　⑴　入札参加資格確認申請書の提出期間等
　　ア　提出期間　
　　　 　令和８年２月13日（金）から同月19日（木）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16

号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「県の休日」という。）を除く。）
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　⑶　交付時間 
　　　午前９時から午後５時まで           
５　入札の日時及び場所
　　令和８年３月10日（火）午後２時
　　石川県庁行政庁舎17階　教育委員会室　
６　入札方法　
　 　入札金額は、１⑴の業務の１人当たりの手数料の額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記
載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費
税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100
に相当する金額を入札書に記載すること。
７　落札者の決定方法                                                  
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は、入札当日、入札参加資格確認結果通知書を提示すること。
　⑵　入札参加者は、仕様書、契約書案その他関係書類を熟覧の上、入札すること。
　⑶ 　入札参加資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは、入札に参加しないことができる。この場合
において、県は、入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない。

　⑷　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は、５に定める入札の日時及び場所に集合すること。
９　入札の無効
　 　この公告に示した入札参加資格のない者、入札参加資格の確認手続等を行わない者、入札に関する注意事項を遵
守しない者及び入札心得に違反した者のした入札は、無効とする。
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除
12　その他
　　詳細は、入札説明書による。
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